
c.海峡部等特別区間
＜伊勢湾岸道路並108 1円/k を基本＞

３つの料金水準の導入 ～「整備重視の料金」から「利用重視の料金」への転換～

252.72 404.35

179.28b.

＜伊勢湾岸道路並108.1円/kmを基本＞
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a.普通区間

大
都
市
近

＜現行普通区間24 6円/kmを基本＞
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注：料金水準については、普通車の場合
※料金水準引き下げの対象はＥＴＣ利用車に限定し、期間は当面10年間とする
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（参考）割高な料金水準となっている区間の位置図〔現況〕
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○国土幹線道路部会の中間答申を踏まえ

＜基本的考え方＞

料金割引について [NEXCO]

＜具体的な内容＞

○国土幹線道路部会の中間答申を踏まえ、

・実施目的を明確にした上で、効果が高く重複や無駄のない割引となるよう見直し
・生活対策、観光振興、物流対策などの観点を重視しつつ、高速道路の利用機会が多い車に配慮

・並行する一般道路における通勤時間帯の混雑緩和のため、地方部の通勤割引を、
通勤時間帯に多頻度利用する車を対象とする割引に見直して継続

・高速道路を利用する機会の多い車の負担を軽減するため、マイレージ割引につい
て、最大割引率を9.1%に見直して継続

方部 休 割 割 率を観光振興

生活対策

・観光需要を喚起し、地域活性化を図るため、地方部の休日割引について、割引率
を３割として継続

・主に業務目的で高速道路を利用する機会の多い車の負担を軽減するため、大口・
多頻度割引について、最大割引率を40%として継続

・大口・多頻度割引の最大割引率を
平成２７年３月末まで４０％から５０％に拡充

・地方部の休日割引の割引率を
平成２６年６月末まで現行５割引のまま継続

激変緩和

激変緩和

観光振興

物流対策

・一般道路の沿道環境を改善するため、深夜割引について割引率を３割として継続環境対策

＜地方部＞ ＜大都市部＞

夜 間昼 間 夜 間昼 間

普通車以下 中型車以上

最大５割引 最大５割引

夜 間昼 間 夜 間昼 間

普通車以下 中型車以上

6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時

３割引

6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時

３割引

夜 間昼 間昼 間 夜 間

平
日

最大５割引
（反復利用のみ）

最大５割引
（反復利用のみ）

6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時

３割引

6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時

３割引

夜 間昼 間昼 間 夜 間

6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時

夜 間昼 間昼 間 夜 間

6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時

土
日
祝
日 ３割引

３割引

※平成２６年６月末まで現行５割引のまま継続
５割引

6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時

夜 間昼 間昼 間 夜 間

6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時

３割引３割引

6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時

（最大割引率を40%に拡充）

（最大割引率を9.1%に見直し）マイレージ割引

大口・多頻度割引

（最大割引率を平成２７年３月末まで50%に拡充）

6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時

： 激変緩和措置 3



料金割引について ［本四高速］

○国土幹線道路部会の中間答申を踏まえ、

＜基本的考え方＞

平日の通勤時間帯に多頻度利用する普通車以下の車両を対象とし 現在の通勤割引後料金を上回る区間については 現在の割引後料金を維持

・実施目的を明確にした上で、効果が高く重複や無駄のない割引となるよう見直し
・生活対策、観光振興、物流対策などの観点を重視しつつ、高速道路の利用機会が多い車に配慮

生活対策

＜具体的な内容＞

・平日の通勤時間帯に多頻度利用する普通車以下の車両を対象とし、現在の通勤割引後料金を上回る区間については、現在の割引後料金を維持
・本四高速を利用する機会の多い車両の負担を軽減するため、マイレージ割引について、最大割引率を9.1%に見直して継続

・観光需要を喚起し、地域活性化を図るため、休日割引について、現在の休日終日割引後料金を上回る区間については、現在の割引後料金を維持

・主に業務目的で本四高速を利用する機会の多い車の負担を軽減するため、大口・多頻度割引（車両単位の割引のみ）について、現行の最大割引率13.8%を継続

観光振興

物流対策

生活対策

夜 間昼 間夜 間昼 間

＜新たな料金の例 －神戸淡路鳴門自動車道全線通行の普通車（ETC利用）の場合－＞

【普通車以下】 【中型車以上】

平
日

新たな料金

多頻度利用のみ

（3,200円）
（2,725円）

5,310円2,810円
3,280円

（5,150円）

6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時

昼 間 夜 間昼 間 夜 間

6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時

新たな料金 新たな料金

（5,450円）
（現金車）

5,610円
（9,000円）
（現金車）

9,260円

土
日
祝
日 新たな料金

新たな料金

（2,550円）

7,970円

2,620円

（7,725円）

6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時6時 9時 17時 20時 0時 4時 6時

4大口・多頻度割引（車両単位の割引のみ）（現行継続：最大割引率13.8%）

マイレージ割引 （最大割引率を9.1%に見直し） ＜（ ）内：消費税5%の場合＞

（5,450円）
（現金車）

5,610円
（9,000円）
（現金車）

9,260円



③

料金割引について ［首都高速］

東北道

常磐道

川口JCT
① NEXCOとの乗継割引

内々利用 普通車▲100円

●
●

③ 埼玉線内々利用割引

美女木JCT

三郷JCT

② 中央環状線迂回利用割引
中央環状線

6km以下もしくは最初の出入口まで
普通車▲100円
（中央道、アクアラインは普通車▲210
円）

●
●

高井戸

篠崎

② 中央環状線迂回利用割引

●

●
●

中央環状線を経由する利用 普通車▲100円④ 放射道路の端末区間割引

放射道路の端末から、都心環状線内は
均一料金時相当額以下に統一

中央道

用賀

高谷●

●
⑤ 羽田空港アクセス割引

浜

湾岸環八

空港中央

東名高速

羽田

空港西

大師 ⑥物流事業者向け割引●

空港中央、湾岸環八を利用する場合、
羽田空港アクセスの４出入口

（空港中央、湾岸環八、羽田、空港西）までの
最低料金を適用

第
三
京

浜

三ツ沢

狩場

川崎浮島JCT

⑦ 環境ロードプライシング割引

⑥物流事業者向け割引

●

●
・車両単位割引最大20％ （既存分は最大12％）

・契約単位割引10%

横
横
道
路

狩場JCT ⑦ 環境ロ ドプライシング割引

●
並木 5



《阪神圏》 池田線
③ 割

料金割引について ［阪神高速］

池田木部

神田

西宮山口
ＪＣＴ

●
① NEXCO・本四との乗継割引

池田線

阪神高速の利用距離が6km以下の出入口まで

普通車▲100円

③ 端末区間割引
池 田 線 普通車310円

（通勤時間帯 普通車150円）
西大阪線 普通車210円

（早朝深夜 普通車100円）
東大阪線 普通車210円

豊中

西宮

武庫川

●

●

箕谷

守
口
線

神戸線

東大阪線 普通車210円

安治川

北津守

伊川谷
ＪＣＴ

布施畑
ＪＣＴ

鳴尾浜

●
●

●

●

東大阪
ＪＣＴ 東大阪線

西大阪線北津守

月見山

●

●

④ 環境ロードプライシング割引

松
原
線

堺

西大阪線

松原
ＪＣＴ 西名阪道

助松

② 西線内々利用割引

堺
線

6km超の内々利用に適用
普通車 ▲100円～▲110円

⑤ 物流事業者向け割引
・車両単位割引最大20% （既存分は最大13%）
・契約単位割引10%

普通車 ▲100円 ▲110円

りんくう
ＪＣＴ ●
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消費税の転嫁方法について

高速道路料金における消費税の転嫁の方法に関する基本的な考え方（平成２６年１月２２日国土交通省道路局）

平成２６年４月１日から消費税率（地方消費税を含む）が８％となる。このため、高速道路料金における消費税率
引上げに伴う料金への転嫁にあたっては、平成２５年８月１日の物価担当官会議申合せに基づき、原則下記によ

高速道路料金における消費税の転嫁の方法に関する基本的な考え方（平成２６年１月２２日国土交通省道路局）

り適切に対応することとする。

記記

（１）消費税率の引上げに伴い、高速道路会社の改定申請がなされる場合には、消費税率が８％となるよう料金
適 転稼 基に円滑かつ適正に転稼することを基本として対処する。

（２）端数処理については、現在のＥＴＣの普及状況を踏まえ、１０円単位、４捨５入とする等、端数処理の単位を見
直した上で 合理的かつ明確な方法により行う また 現行の料金体系を踏まえつつ 事業全体として１０８／直した上で、合理的かつ明確な方法により行う。また、現行の料金体系を踏まえつつ、事業全体として１０８／
１０５以内の増収となるよう調整することとし、これを前提として、個別の区間の料金の改定率に差を設けよう
とするときは、利用者の負担の公平や利便性等の観点から、合理的な限度を超えない範囲で調整する。

（ ）消費税率 上げ 伴う税負担 転稼 当た は 高速道路会社 お 利 者 対する周知を徹底する（３）消費税率引上げに伴う税負担の転稼に当たっては、高速道路会社において利用者に対する周知を徹底する。
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京葉道路の渋滞対策

京葉道路では、交通容量不足などの要因により、以下の渋滞が発生している。

これらを軽減するために、京葉道路の料金を変更して渋滞対策を実施する。

・上り（東京方面）： 花輪ＩＣ先、幕張ＩＣ先及び貝塚ＩＣ先を先頭に速度低下による渋滞
・下り（市原方面）： 穴川ＩＣ先を先頭に速度低下による渋滞

船橋TB
ふなばし

千葉西TB
ちばにし

至

■車線運用状況
凡 例

：平日・休日のいずれかで
25km/h以下を有する箇所

：平日・休日のいずれかで
40km/h以下を有する箇所

渋滞箇所

至

写真①
写真②

千葉西TB
ちばにし

船橋TB
ふなばし

至
東
京

至
市
原

渋滞箇所 渋滞箇所

対策内容

○ ＩＣ加減速車線の延伸 付加車線の設置○ ＩＣ加減速車線の延伸、付加車線の設置

・早期に一定の対策効果（分合流部の速度低下は抑制されるが､効果は限定的）

○ 種級変更による車線追加

・交通容量の拡大が可能。用地交渉等に一定の期間が必要

※ 今後、詳細な検討と併せ、警察等の関係機関と調整・協議を進める。

上記対策を実施するために、消費税８％を転嫁する分を含め、 1区間 100円→130円

普通車の場合

京葉道路の料金を変更する。
1区間 100円 130円
2区間 200円→250円

全線（6区間） 600円→750円
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